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基本的法制度に関する世論調査 

 
令和元年11月 

 

（n＝1,572） 

Ｑ１ あなたは、今までに、裁判所を見学したり、裁判を傍 聴
ぼうちょう

したりしたことがありますか。 

 (11.9) (88.1)  

 あ る な い 

 

Ｑ２〔回答票１〕死刑制度に関して、このような意見がありますが、あなたはどちらの意見に賛成ですか。 

 ( 9.0) (80.8) (10.2)  

 （ア） （イ） 
 死刑は廃止 死刑もやむを わからない・ 
 すべきである 得ない 一概に言えない 

 

（Ｑ２で「（ア）死刑は廃止すべきである」と答えた方に） 

ＳＱａ１〔回答票２〕「死刑は廃止すべきである」とい

う意見に賛成の理由はどのようなことですか。

この中から、あなたの考えに近いものをいくつ

でもあげてください。（Ｍ．Ａ．） 

（n＝142） 

(31.7)（ア）人を殺すことは刑罰
けいばつ

であっても人道に 
反し、野蛮

やばん

である 

(31.0)（イ）国家であっても人を殺すことは許され 
ない 

(50.7)（ウ）裁判に誤りがあったとき、死刑にして 
しまうと取り返しがつかない 

(28.2)（エ）凶悪な犯罪を犯した者でも、更生
こうせい

の 
可能性がある 

(32.4)（オ）死刑を廃止しても、そのために凶悪な 
犯罪が増加するとは思わない 

(42.3)（カ）生かしておいて罪の償い
つぐな

をさせた方が 
よい 

( 2.1)（キ）その他（              ） 

( 2.1)   わからない （M.T.=220.4） 
 

ＳＱａ２〔回答票３〕死刑を廃止する場合には、すぐに

全面的に廃止するのがよいと思いますか、それ

ともだんだんに死刑を減らしていって、いずれ

全面的に廃止する方がよいと思いますか。 

（n＝142） 

(36.6)（ア）すぐに、全面的に廃止する 

(57.0)（イ）だんだん死刑を減らしていき、いずれ 

全面的に廃止する 

( 6.3)   わからない  

（Ｑ２で「（イ）死刑もやむを得ない」と答えた方に） 

ＳＱｂ１〔回答票４〕「死刑もやむを得ない」という意

見に賛成の理由はどのようなことですか。この

中から、あなたの考えに近いものをいくつでも

あげてください。（Ｍ．Ａ．） 

（n＝1,270） 

(53.6)（ア）凶悪な犯罪は命をもって償う
つぐな

べきだ 

(56.6)（イ）死刑を廃止すれば、被害を受けた人や 

その家族の気持ちがおさまらない 

(46.3)（ウ）死刑を廃止すれば、凶悪な犯罪が増える 

(47.4)（エ）凶悪な犯罪を犯す人は生かしておくと、 

また同じような犯罪を犯す危険がある 

( 1.6)（オ）その他（             ） 

( 2.5)   わからない （M.T.=208.0） 

 

 

 

 

 

 
 

ＳＱｂ２〔回答票５〕将来も死刑を廃止しない方がよい

と思いますか、それとも、状況が変われば、将

来的には、死刑を廃止してもよいと思いますか。 

（n＝1,270） 

(54.4)（ア）将来も死刑を廃止しない 

(39.9)（イ）状況が変われば、将来的には、死刑を 

廃止してもよい 

( 5.7)   わからない 

 

（Ｑ３へ） 
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（全員の方に） 

Ｑ３ 死刑がなくなった場合、凶悪な犯罪が増えるという意見と増えないという意見がありますが、 

あなたはどのようにお考えになりますか。 

 
 (58.3) 増える 

 (13.7) 増えない  

 (27.9) わからない・一概には言えない 

 

（【資料１】を提示して、調査対象者によく読んでもらってから、以下の質問を行う。） 

【資料１】 

 現在、死刑の次に重い刑は、一生刑務所に入らなければならない「無期
む き

懲 役
ちょうえき

」ですが、仮釈放
かりしゃくほう

される場

合があります。これに対して、仮釈放
かりしゃくほう

される場合がない、いわゆる「終身刑
しゅうしんけい

」は、現在の日本にはありま

せん。 

 

Ｑ４〔回答票６〕もし、仮釈放のない「終身刑」が新たに導入されるならば、死刑を廃止する方がよいと思いま

すか、それとも、終身刑が導入されても、死刑を廃止しない方がよいと思いますか。 

 
 (35.1)（ア）死刑を廃止する方がよい 

 (52.0)（イ）死刑を廃止しない方がよい  

 (12.8)   わからない・一概には言えない 

 

次に、難民認定制度について伺います。 

（【資料２】を提示して、調査対象者によく読んでもらってから、以下の質問を行う。） 

【資料２】 

 「難民」とは、国際的な「難民条約」で定められた要件に該当する「人種、宗教、国籍、政治的意見など

の理由で、自国にいると迫害を受けるか又は迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた」人です。 

日本は、難民条約に加盟後、昭和 57 年から平成 30 年までの間に、難民認定制度において、条約上の難民

に該当する人を 750 人、難民に該当しない場合でも、自国が紛争状態にあるなど人道上の配慮が必要な人を

2,628人受け入れています。 
 

Ｑ５〔回答票７〕あなたは、これまでの日本における、難民及び人道上の配慮が必要な人の受入れ数についてど

う思いますか。この中から１つだけお答えください。 
 

 (24.5)（ア）少ないと思う 

 (30.1)（イ）どちらかといえば少ないと思う 

 ( 7.1)（ウ）どちらかといえば多いと思う 

 ( 3.5)（エ）多いと思う 

 (19.1)（オ）日本の受入れ数は、難民認定制度に従い判断された結果であるから、多い少ないの問題 

ではないと思う 

 (15.8)   わからない・どちらともいえない 
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Ｑ６〔回答票８〕あなたは、難民及び人道上の配慮が必要な人の受入れについて、今後、日本は、これまで以上

に積極的に受け入れるべきだと思いますか、それとも慎重に受け入れるべきだと思いますか。 

この中から１つだけお答えください。 
 

 ( 8.4)（ア）積極的に受け入れるべきである 

 (15.6)（イ）どちらかといえば積極的に受け入れるべきである 

 (15.8)（ウ）現状のままでよい  

 (32.3)（エ）どちらかといえば慎重に受け入れるべきである 

 (24.6)（オ）慎重に受け入れるべきである 

 ( 3.3)   わからない 

 
（Ｑ６で「（ア）積極的に受け入れるべきである」、「（イ）どちらかといえば積極的に受け入れるべきである」と

答えた方に） 

ＳＱａ〔回答票９〕あなたは、どうして積極的に受け入れるべきだと思うのですか。 

この中からいくつでもあげてください。（Ｍ．Ａ．） 

（n＝377） 

 (36.3)（ア）日本の受入れ数は、他の先進国と比較して少ないと思うから 

 (62.3)（イ）受け入れることは、国際社会の一員としての責務であるから 

 (34.2)（ウ）受け入れることが、多様性のある社会の発展につながるから 

 (25.2)（エ）受け入れることが、日本の人手不足の解決の一助になるから 

 (11.4)（オ）受け入れることが、日本の人口減少による問題の解決の一助になるから 

 ( 1.3)   その他（                            ） 

 ( 1.6)   特に理由はない 

 ( 0.8)   わからない （M.T.=173.2） 

 
（Ｑ６で「（エ）どちらかといえば慎重に受け入れるべきである」、「（オ）慎重に受け入れるべきである」と答え

た方に） 

ＳＱｂ〔回答票10〕あなたは、どうして慎重に受け入れるべきだと思うのですか。 

この中からいくつでもあげてください。（Ｍ．Ａ．） 

（n＝894） 

 (17.9)（ア）日本は、世界で生じている難民問題の解決や紛争などによる人道危機への対応のために、 

資金援助などの支援に力を入れているから 

 (35.7)（イ）受け入れると、地域での定住の支援を始めとする社会的な負担が大きくなることが心配 

だから 

 (39.3)（ウ）受け入れることで、文化や価値観、生活習慣などの違いによる社会的摩擦が生じるなど、 

暮らしにくくなることが心配だから 

 (67.2)（エ）受け入れる人の中に、犯罪者などが混ざっていた場合には、治安が悪化する心配がある 

から 

 (34.6)（オ）受け入れることで、その人を頼って、更に多くの難民及び人道上の配慮が必要な人が日本 

に集まってくることが心配だから 

 ( 1.3)   その他（                            ） 

 ( 1.6)   特に理由はない 

 ( 2.0)   わからない （M.T.=199.6） 

 

（ＳＱｂへ） 

（Ｑ７へ） 

（Ｑ７へ） 
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（【資料３】を提示して、調査対象者によく読んでもらってから、以下の質問を行う。） 

【資料３】 

日本は、以前、合法的な滞在者が難民認定申請をした場合、認定手続中の生活の安定に配慮して、認定又

は不認定の結果が出るまでの間、原則として就労を許可していました。しかし、日本で就労することなどが

目的で難民認定申請を濫用
らんよう

したり誤用したりしていると思われる申請が急増したため、現在は、（１）難民

条約上の迫害事由に明らかに該当しない主張をする人、（２）一度難民として認められない結果が出たにも

かかわらず、同じ主張を繰り返し、何度も申請を行う人、（３）本来の在留活動（技能実習生や留学生とし

ての活動など）を行わなくなり、在留する根拠がなくなった後に申請する人など、難民認定制度を濫用した

り誤用したりする申請者に対して、事案の内容に応じて、認定手続中の（滞在は許可するものの）就労を許

可しないか、さらには滞在を許可しないこととしています。 

一方で、この取扱いに対して、本当の難民が申請をためらうことになる、手続中の生活費はどうするのか、

濫用者や誤用者を抑制するよりも難民の保護に力を入れるべきである、といった意見もあります。 

 

（全員の方に） 

Ｑ７〔回答票11〕現在は、難民認定申請を濫用
らんよう

したり誤用したりする申請者に対して、案件の内容に応じて、 

認定手続中の就労を許可しないか、更には滞在を許可していません。あなたは、このような取扱いについ

て、どう思いますか。この中から１つだけお答えください。 

 

 (12.9)（ア）取扱いが厳しいので軽減すべきと思う 

 (56.3)（イ）適切だと思う 

 (17.6)（ウ）取扱いが緩
ゆる

いのでより厳しくすべきと思う 
 (13.2)   わからない 

 
（Ｑ７で「（ウ）取扱いが緩いのでより厳しくすべきと思う」と答えた方に） 

ＳＱ〔回答票12〕難民認定申請を濫用したり誤用したりする申請者に対して、どのような対策が有効だと 

思いますか。この中からいくつでもあげてください。（Ｍ．Ａ．） 

（n＝277） 

 (20.2)（ア）同じ主張を繰り返し、何度も申請を行っている人については、通常よりも簡略的な手続で 

迅速に却下できるようにする 

 (50.9)（イ）難民として保護すべき事情がない人は、難民認定申請をしても、強制的に日本から 

送還できるようにする 

 (49.8)（ウ）就労などのために難民認定制度を濫用したり誤用したりした人や、そそのかした人は、 

処罰できるようにする 

 (56.0)（エ）就労などのために難民認定制度を濫用したり誤用したりしようとする人を、 

入国させないようにする 

 ( 1.1)   その他（                            ） 

 ( 2.9)   わからない （M.T.=180.9） 

 

（Ｑ８へ） 

（Ｑ８へ） 
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次に、永住者の在り方について伺います。 

（【資料４】を提示して、調査対象者によく読んでもらってから、以下の質問を行う。） 

【資料４】 

日本に住む外国人は、原則として、日本での活動内容や在留期間が定められており、活動内容の変更や在

留期間の延長をする場合は、その度に許可を受けなければなりません。 

しかし、日本での在留実績などを踏まえて永住許可を受け「永住者」となると、在留期間が無期限となり、

日本での活動にも制限がなくなります。 

なお、永住者は、平成10年末時点で約９万人、平成20年末時点で約49万人、平成30年末時点で約77万

人となっています。 
 

（全員の方に） 

Ｑ８〔回答票13〕あなたは、日本の永住者数を多いと思いますか。この中から１つだけお答えください。 

 
 (16.8)（ア）多いと思う 

 (21.5)（イ）どちらかといえば多いと思う 

 (29.2)（ウ）適当だと思う 

 (13.1)（エ）どちらかといえば少ないと思う 

 ( 5.5)（オ）少ないと思う 

 (13.9)   わからない 

 
Ｑ９〔回答票14〕あなたは、外国人に永住を許可する際、どのような要件が必要だと思いますか。 

この中からいくつでもあげてください。（Ｍ．Ａ．） 

 
 (30.1)（ア）日本に原則として10年以上住んでいること 

 (41.0)（イ）日常的な場面で意思疎通ができる程度の日本語が話せること 

 (71.6)（ウ）税金や社会保険料を納めていること 

 (37.4)（エ）生活保護を受給していないこと 

 (53.9)（オ）自力で暮らしていける程度の収入や資産があること 

 (73.7)（カ）犯罪歴がないこと 

 (21.4)（キ）日本への一定の貢献が認められること 

 (61.3)（ク）不法入国、不法残留、不法就労など出入国管理及び難民認定法に違反したことがないこと 

 ( 0.5)   その他（                             ） 

 ( 0.3)   特にない 

 ( 2.2)   わからない （M.T.=393.5） 
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（【資料５】を提示して、調査対象者によく読んでもらってから、以下の質問を行う。） 

【資料５】 

永住許可は、一定期間日本に住んでいる外国人のうち、素行善良要件（法令を遵守し住民として社会的に

非難されることのないこと）、独立生計要件（公共の負担にならず安定した生活を送っていること）、国益

要件（その者の永住が日本国の利益になると認められること）を満たしていることにより、将来にわたって

生活状況に問題がないと想定される外国人に対し、日本に永住できる地位を付与するものです。 

現在の永住許可制度では、一度永住を許可されると、許可後に永住許可時の要件を満たさなくなった場合

に、永住許可が取り消されることはありません。 
 

Ｑ10 あなたは、一度永住許可された人に対し、永住許可された時の要件を満たさなくなった場合に、その永住

許可を取り消して、再び活動内容や在留期間に制限がある立場に変更する制度を設けることに賛成ですか、

それとも反対ですか。 

 

 (74.8) 賛 成 

 (14.6) 反 対 

 (10.6) わからない 

 

（Ｑ10で「賛成」と答えた方に） 

ＳＱ〔回答票15〕あなたは、永住許可を取り消す制度を設けることとしたら、どのような場合に取り消すべき 

だと思いますか。この中からいくつでもあげてください。（Ｍ．Ａ．） 

（n＝1,176） 

 (33.1)（ア）１年のほとんどを海外で生活している場合 

 (73.2)（イ）税金や社会保険料を納めなくなった場合 

 (39.8)（ウ）生活保護を受けるようになった場合 

 (81.0)（エ）犯罪を犯して禁錮以上の刑に処せられた（執行猶予の言渡しを受けた場合を含む。）場合 

 (14.8)（オ）収入が一定水準を超えていたことによって、通常より早く永住を許可された外国人が、 

その後水準未満に収入を減らした場合 

 (38.3)（カ）日本人と結婚していることによって、通常より早く永住を許可された外国人が、 

その後すぐに離婚した場合 

 ( 0.2)   その他（                            ） 

 ( 0.3)   特にない 

 ( 1.9)   わからない （M.T.=282.5） 

 

 

（Ｆ１へ） 
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＜フェイス・シート＞ 

最後に、ご回答を統計的に分析するために、失礼ですが、あなたご自身のことについてお伺いします。 

Ｆ１【 性 】 

 (46.9) (53.1)   

 男 性 女 性 

 

Ｆ２【年 齢】あなたのお年は満でおいくつですか。 

 
( 1.9) 18～19歳 ( 8.1) 40～44歳 (10.4) 65～69歳 

( 4.3) 20～24歳 ( 9.7) 45～49歳 (10.3) 70～74歳   

( 3.1) 25～29歳 ( 8.6) 50～54歳 ( 8.1) 75～79歳   

( 5.2) 30～34歳 ( 8.5) 55～59歳 ( 8.1) 80歳以上 

( 5.5) 35～39歳 ( 8.1) 60～64歳 

 

Ｆ３〔回答票16〕【従業上の地位】あなたのお仕事についてお伺いします。 

あなたは、この中のどれにあたりますか。 

 
(51.1)（ア）雇用者（役員を含む） 

( 7.4)（イ）自営業主（家庭内職者を含む）   

( 1.3)（ウ）家族従業者 

(40.1)（エ）無職（主婦、主夫、学生を含む） 

( 0.1)   無回答 

 

（Ｆ３で「（ア）雇用者（役員を含む）」、「（イ）自営業

主（家庭内職者を含む）」、「（ウ）家族従業者」と答え

た方に） 

ＳＱａ【職 業】あなたのお仕事の内容は何ですか。 

（具体的に記入して、下の該当する項目に○をする） 

（n＝940） 

 

 

 

 

 

 

( 7.3) 管 理 職 (25.0) 販売・サービス・保安職 

(15.3) 専門・技術職 ( 5.5) 農林漁業職 

(20.4) 事 務 職 (26.1) 生産・輸送・建設・労務職 

( 0.3) 無回答 

 

（Ｆ３で「（エ）無職（主婦、主夫、 

学生を含む）」と答えた方に） 

ＳＱｂ〔回答票17〕【主婦、主夫、学生、その他

の無職】あなたは、この中のどれにあ

たりますか。 

（n＝631） 

(54.0)（ア）主 婦 

( 2.4)（イ）主 夫 

( 8.6)（ウ）学 生 

(35.0)（エ）その他の無職 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


